
第３回 行財政システムに関する小委員会 

               期日：平成 17 年９月６日(火)  

              場所：松山町町民センター 

   

次       第 

 

１ 開   会 

 

 

２ 委員長あいさつ 

 

 

３ 議      事 

 

（１）報  告 

 

協定項目 13 事務組織及び機構の取扱いについて 

 

 

（２）その他 

 

 

 

４ 閉   会 



北庄内合併協議会資料（「合併までに調整する」とした事項の調整結果について）

松山教育振興室

平田教育振興室

庶務係、議事調査係

協定項目１３

調整方針

　　事務組織及び機構の取扱いについて

（１）本所は、現在の酒田市の組織機構を基本として、合併までに調整する。
（２）支所の組織機構は、４部門により構成される課を基本として、業務量や事務の性質等を考慮しなから合併までに調整する。
（３）支所の名称並びに各部課室等の名称は、市民にわかりやすい名称とすることを基本として、合併までに調整する。

八幡教育振興室

固定資産評価
審査委員会

※総合支所管内については、総合支所地域振興課に担
当職員を置いて対応する。

事務局

事務局

事務局

選挙係

調査係

農地係

選挙管理委員会

※総合支所管内については、総合支所産業課に担当職
員を置いて対応する。

体育係

経営企画係、お客さま係、管理係

工務係、改良係、管路係、工事相談係

浄水係、施設係

管理係、施設係、学校保健係

※総合支所管内については、総合支所建設課に担当職
員を置いて対応する。

指導係、学事係

管理係、生涯学習係、事業係

芸術文化係、文化財係

管理課

工務課

浄水課

総務部

水道事業管理者

市立酒田病院

市立八幡病院

建設部

健康福祉部

農林水産部

八幡総合支所

松山総合支所

平田総合支所

商工観光部

農業委員会

市　長

情報システム課

助　役

児童課 管理係、児童係、保育園(16)、はまなし学園、児童センター

監査委員会

福祉課

松林荘 業務係

土木課

市民生活部

企画調整課

まちづくり推進課企画調整部

下水道課

市民課 住民係、戸籍係

職員課 職員係、研修厚生係

納税課 管理係、納税係

管財課

税務課
税制係、市民税第一係、市民税第二係、固定資産第一係、
固定資産第二係、償却資産係

管財係、管理係

議　会

観光物産課

財政課

情報システム係、統計係

高齢福祉課

契約検査室

健康課 健康係、成人保健係、保健予防係、診療所(3)

農政課

商工港湾課

農林水産課

介護保険係、高齢者福祉係

商業振興係、工業労政係

都市開発室

路政係、調整係、事業係、維持管理係

田園整備係、水産林務係

農政企画係、水田営農対策係、農業生産係、経営改善係、
庄内バイオ研修センター

障害者福祉係、生活援護係

観光物産係、定期航路係

税務出納係、市民係、健康福祉係

管理防災係、地域振興係　　

企業港湾振興室

収入役 会計課 出納係、経理係

建設係、下水道係

農林係、商工観光係

建設課

産業課

庶務係、管理係、経理係、療食係

事務局 総務係、医事係

新市の組織機構

都市計画課 計画係、公園緑地係、都市整備係

建築課

総務課

環境衛生課 管理係、清掃対策係、環境保全係

国保係、老人医療係、国民年金係国保年金課

公営住宅係、確認審査係、建築営繕係

医事課 医事係

地域振興課

管理課

市民福祉課

教育機関

企画調整係 管理課

学校教育課

生涯学習課

文化課

体育課

教育委員会

水道局水道部

小学校（３２）、中学校（１２）、酒田中央高等学校
理科教育センター、教育研究所、教育相談室、青少年指導センター

総合文化センター、中央公民館(３)、地区公民館(３２)、ひらたコミュ
ニティセンター、ひらた農村コミュニティカレッジ、出羽遊心館、眺海
の森天体観測館

市立図書館、光丘文庫、ひらた図書センター

市民会館、美術館、写真展示館、資料館、阿部記念館､松山文化伝
承館

体育施設（野球場、陸上競技場、テニスコート、体育館、プール等）

事務局

秘書係、行政係、とびしま総合センター

危機管理室

財政係

事務局

地域振興室

国際交流室

広報係、相談係、地域づくり係

管理係、公共下水道係、流域下水道係、普及施設係

資料１

　新市の組織機構は、左記のとおりとする。

（１） 本所の組織は、現行の酒田市の組織を
　基本とし、新たに企画調整課に地域振興室
　を置く。

（２） 総合支所については、「地域振興課」、
　「市民福祉課」、「建設課」、「産業課」を置き、
　管理防災係、地域振興係、税務出納係、市
　民係、健康福祉係、建設係、下水道係、農
　林係、商工観光係を置く。

（３） 教育委員会については、総合支所の区
　域ごとに、「八幡教育振興室」、「松山教育
　振興室」、「平田教育振興室」を置く。

（４） 教育機関については、教育委員会直属
　の機関とする。

（５） 水道については総合支所建設課、選挙
　管理委員会については総合支所地域振興
　課、農業委員会については総合支所産業
　課にそれぞれ担当職員を置く。

（６） 施設、機関等の名称は、別添資料２の
　とおりとする。


